
投票区 投票所名称 投票区の区域
第１ 苫小牧東小学校 王子町、錦町、栄町、高砂町１丁目、旭町２・３丁目、汐見町３丁目４～６・16・17番
第２ 苫小牧東中学校 末広町、旭町１・４丁目、港町２丁目１～３番、元中野町２丁目７～９・17番、汐見町１

～３丁目（第１投票区に属する区域を除く）
第３ 若草小学校 表町、若草町
第４ 新中野町総合福祉会館 新中野町、晴海町、入船町、船見町、一本松町、元中野町１～４丁目（第２投票区に属す

る区域を除く）、港町１・２丁目（第２投票区に属する区域を除く）
第５ 文化交流センター 大町、寿町、本町、本幸町、浜町、高砂町２丁目
第６ 苫小牧西小学校 幸町、矢代町、元町１・２丁目、白金町、弥生町
第７ 大成小学校 青葉町、大成町２丁目、新富町２丁目
第８ 西町総合福祉会館 大成町１丁目、新富町１丁目、元町３丁目
第９ 北光小学校 北光町、山手町、字高丘55番地
第10 啓北中学校 啓北町、花園町
第11 見山町総合福祉会館 見山町、松風町
第12 第八区総合福祉センター 木場町、緑町
第13 清水小学校 清水町、春日町
第14 和光中学校 音羽町、双葉町
第15 緑小学校 日の出町、三光町
第16 住吉コミュニティセンター 住吉町、泉町１丁目１～６番・２丁目、字高丘６番地の一部・７～16・18～41番地
第17 美園小学校 美園町、泉町１丁目（第16投票区に属する区域を除く）、字高丘（第９・第16・第25投

票区に属する区域を除く）、字丸山
第18 新明町総合福祉会館 新明町、あけぼの町３～５丁目
第19 苫小牧地域職業訓練センター 明野新町１・４・５丁目、明野元町、新開町、柳町１・２丁目　
第20 明野中学校 明野新町２・３・６丁目、柳町３・４丁目
第21 光洋中学校 光洋町、有明町１・２丁目（第22投票区に属する区域を除く）
第22 糸井小学校 小糸井町、永福町、日吉町、有明町２丁目５～８番、字糸井62・64～76・78～100・

103・108・110～112・114～150番地

投票区区域表

投票日当日に投票できない方は期日前投票（不在者投票）を 郵便等投票制度

場所
・
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・
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持参するもの

次の理由で、投票日に投票所へ行くことができない見込みの方は
期日前投票（不在者投票）ができます　※宣誓書の記載が必要
●仕事や学業、地域の行事、冠婚葬祭などがある　●用事や事故の
ため他市区町村や他の投票区に外出・旅行・滞在している　●病気
やケガ・出産・体の障がいなどで歩行が困難
※期日前投票所には候補者の氏名や政党名などの掲示をします
※不在者投票施設の指定を受けた病院や福祉施設に入院や入所して
いるときは、施設などで不在者投票ができます
▶転入した方の不在者投票＝４月４日以後本市に転入届出をし、前
住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方は、前住所地の
市区町村に投票用紙などの請求をおこない、本市で不在者投票がで
きます
▶転出した方の不在者投票＝３月21日以後他市区町村に転出し、本
市の選挙人名簿に登録されている方は、本市に投票用紙などの請求
をおこない、転出先の市区町村で不在者投票ができます。
ただし、転出先の市区町村で既に選挙人名簿に登録されている場合
を除きます

身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険
者証の交付を受け、下記のいずれかに該当する方は、
郵便等投票制度を利用できます。また、郵便等投票制
度を利用できる方で、下記に該当する方は代理記載制
度も利用できます
申請手続　選挙管理委員会にお問い合わせください
投票用紙などの請求　「郵便等投票証明書」が交付さ
れたのち、７月17日㈬までに選挙管理委員会に投票用
紙と投票用封筒を請求してください
郵便等投票が利用できる方
▶両下肢、体幹、移動機能の障がい
　　身体障害者手帳　１級・２級
　　戦傷病者手帳（移動機能の障がいを除く）
　　　特別・第１・第２項症
▶心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい
　　身体障害者手帳　１級・３級
　　戦傷病者手帳　　特別・第１・第２・第３項症
▶肝臓の障がい
　　身体障害者手帳　１級・２級・３級
　　戦傷病者手帳　　特別・第１・第２・第３項症
▶免疫の障がい
　　身体障害者手帳　１級・２級・３級
▶要介護状態区分　　要介護５
代理記載制度が利用できる方（上記の郵便等投票がで
きる方に限る）
▶上肢、視覚の障がい
　　身体障害者手帳　１級
　　戦傷病者手帳　　特別・第１・第２項症

苫小牧市役所７階会議室
７月５日㈮～20日㈯　（土・日曜日、祝日を含む）
８時30分～20時
（市役所は土・日曜日、祝日も中央玄関が利用できます）
のぞみ・沼ノ端コミュニティセンター、勇払出張所
７月14日㈰～20日㈯（土・日曜日、祝日を含む）９時～17時

投票所入場券　※届いていない方、または紛失された方
は、免許証・健康保険証などの身分を証明できるもの
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❶インターネットを使った選挙運動の解禁
❷成年被後見人の選挙権回復など

　選挙人名簿・在外選挙人名簿の縦覧　
平成25年７月３日現在で新たに登録された方の書面を縦覧します。
と　き　７月４日㈭　８時30分～17時
ところ　選挙管理委員会事務局（市役所７階）

公職選挙法が改正されました

※６月27日㈭以後に市内転居の届出
をした方は前住所の投票所です
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